
【目　次】
■ 第138期定時株主総会招集ご通知
■ 株主総会参考書類
　第1号議案　剰余金の処分の件
　第2号議案　監査等委員でない

取締役４名選任の件
　第3号議案　監査等委員である

取締役１名選任の件

■ 第138期事業報告
■ 計算書類 
■ 連結計算書類
■ 監査報告書
　株主総会会場のご案内図

P1

P5

P6

P10

P14
P33
P35
P37
巻末

第138期

招集ご通知
定時株主総会

証券コード：8393

6月23日日時

場所
宮崎市松山1丁目1番1号

宮崎観光ホテル 東館3階「光燿の間」
※末尾の「株主総会会場のご案内図」をご参照ください。

こう よう

2023年 金
午前10時（受付開始 午前9時）

西都原のひまわり

当日ご来場の株主さまへのお土産は
廃止させていただきます。
何卒ご理解くださいますようお願い
申しあげます。
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証券コード8393
2023年６月１日

（電子提供措置の開始日2023年５月31日）
株 主 各 位

宮崎市橘通東４丁目３番５号
株式会社
取締役頭取 杉 田 浩 二

第138期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当行第138期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し

あげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。
【当行ウェブサイト】
https://www.miyagin.co.jp/kabunushi/annual-general-meeting/
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=
Show
（上記のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「宮崎銀行」ま
たは、「コード」に「8393」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」
を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よ
りご覧ください。）
なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等または書面により議決権を行

使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023
年６月22日（木曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。

敬 具
記

1. 日 時 2023年６月23日（金曜日）午前10時
2. 場 所 宮崎市松山１丁目１番１号

宮崎観光ホテル 東館３階「光燿の間」
3. 目的事項

報告事項 （1）第138期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告および計算
書類報告の件

（2）第138期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）連結計算書類ならび
に会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
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4. 議決権行使について

当日ご出席による
議決権行使

郵送による
議決権行使の場合

電磁的方法
（インターネット等）による

議決権行使の場合

当日ご出席の際は、お手数ながら同
封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申し
あげます。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、2023年
6月22日（木曜日）午後５時までに
到着するようご返送ください。議決
権行使書面において、議案に賛否の
表示がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせてい
ただきます。

議決権行使ウェブサイト（https://
www.e-sokai.jp）にアクセスして
いただき、画面の案内にしたがって
議案に対する賛否をご入力ください。

開催日時

2023年6月23日（金曜日）
午前10時

行使期限

2023年6月22日（木曜日）
午後５時到着分まで

行使期限
2023年6月22日（木曜日）

午後５時まで
３～４頁の「インターネット等による議
決権行使のご案内」をご確認ください

１ 議決権行使書用紙と電磁的方法（インターネット等）により重複して議決権を行使された場合
は、電磁的方法（インターネット等）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただ
きます。

２ 電磁的方法（インターネット等）により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

以 上
●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申しあげます。また資源節約のため、本招集ご通知をご持参いただきますようお願い申し
あげます。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
●ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令および当行

定款第16条の規定に基づき、下記の事項を除いております。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監
査等委員会および会計監査人が監査をした書類の一部であります。
1. 事業報告
①当行の新株予約権等に関する事項
②財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
③業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
④特定完全子会社に関する事項 ⑤親会社等との間の取引に関する事項
⑥会計参与に関する事項 ⑦その他

2. 計算書類等
①株主資本等変動計算書 ②個別注記表 ③連結株主資本等変動計算書 ④連結注記表



インターネット等による議決権行使のご案内

　インターネットによる議決権行使は、当行
の指定する以下の議決権行使ウェブサイトを
ご利用いただくことによってのみ可能です。
なお、スマートフォンをご利用の方は同封の
議決権行使書用紙に記載された「スマートフ
ォン用議決権行使ウェブサイトログインQR
コード」を読み取りいただくことにより、「議
決権行使コード」および「パスワード」が入
力不要でアクセスできます。

議決権行使期限

2023年６月22日（木曜日）午後５時まで

議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みま
す。）につきましては、株式会社ＩＣＪが運営する議決権
電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた
場合には、当行株主総会における電磁的方法による議決権
行使の方法として、右記インターネットによる議決権行使
以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことがで
きます。

ご注意事項
●  インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウィルスソフトを設定されている場合、PROXYサーバーをご利

用の場合等、株主さまのインターネット利用環境によって、ご利用いただけない場合もございます。
●   議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、すべて株主さまのご負担となりま

す。また、スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない
場合がありますので、ご了承ください。

議決権行使ウェブサイト
https://www.e-sokai.jp

「
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「次へすすむ」をクリック

議決権行使ウェブサイトへ
アクセス01

QRコードを読み取る01

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォ
ン用議決権行使ウェブサイトログインQRコー
ド」をスマートフォンかタブレット端末で読
み取る
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パソコンなどの操作方法に関するお問い合わせ先
株主名簿管理人：日本証券代行㈱代理人部ウェブサポート専用ダイヤル
電　　　　　話：0120-707-743（フリーダイヤル）
受　付　時　間：9:00～21:00（土日・祝日も受付）

以
降
は
画
面
の
案
内
に
し
た
が
っ
て

賛
否
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

画
面
の
案
内
に
し
た
が
っ
て
行
使
完
了
で
す
。

※上記方法での議決権行使は1回に限ります。
一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」
を入力ください。

議決権行使方法を選ぶ02 各議案の賛否を選択03

ログイン02 パスワードの入力03

「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくこ
とにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決
権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パ
スワード」を入力し、「次へ」をクリック

議決権行使ウェブサイ
ト画面が開くので、議
決権行使方法を選ぶ

画面の案内にしたがって
各議案の賛否を選択

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○
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株主総会参考書類
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議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、経営体質の強化、充実のため内部留保の確保
に努めつつ、安定配当を継続することを基本方針としております。
当期の期末配当につきましては、業績および経営環境等を総合的に勘案し、

以下のとおりといたしたいと存じます。これにより、中間配当金を含めました
当期の配当金は1株につき110円となります。

1. 期末配当に関する事項
（1） 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当行普通株式１株につき金50円 総額863,354,000円
（2） 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年６月26日
2. 剰余金の処分に関する事項
（1） 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 6,000,000,000円
（2） 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 6,000,000,000円
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第２号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
平野亘也氏、山田知樹氏は本総会終結の時をもって取締役を退任予定であ

り、その他の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案にお
いて同じです。）３名も、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき
ましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当行における地位等

1 す ぎ た こ う じ

杉田 浩二 再 任 取締役頭取（代表取締役）

2 か わ ち か つ の り

河内 克典 再 任 専務取締役（代表取締役）
（執行役員兼務）

3 に し か わ よ し ひ さ

西川 義久 再 任 常務取締役（執行役員兼務）

4 わ た な べ と も き

渡邊 友樹 新 任 執行役員経営企画部長
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生年月日
1958年10月22日

所有する当行の株式の数
4,356株

1 すぎ た こう じ

杉田 浩二 再 任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1981年４月 当行入行
2000年２月 妻ヶ丘支店長
2000年６月 妻ヶ丘支店長兼一万城支店長
2003年６月 営業統括部営業店指導役
2006年６月 鹿児島南支店長
2008年６月 営業支援部長
2010年６月 営業統括部長兼営業支援部長
2011年４月 営業統括部長
2012年６月 当行取締役経営企画部長兼収益管理室長
2014年６月 当行取締役本店営業部長兼江平支店長
2015年６月 当行常務取締役
2019年６月 当行常務取締役（執行役員兼務）
2020年４月 当行常務取締役リスク統括部長（執行役員兼務）
2020年６月 当行代表取締役頭取

現在に至る
（担当） 秘書室
（重要な兼職の状況） 一般財団法人みやぎん経済研究所理事長
（取締役在位年数）11年（本総会終結時）

取締役候補者
とした理由

当行の国際部門・営業戦略部門・経営企画部門・重要拠点である宮崎地区の統
括を経て、2020年から頭取を務めるなど、当行における豊富な業務経験と銀行
経営に関する知見を有しているため、取締役として選任しました。

生年月日
1960年５月21日

所有する当行の株式の数
3,524株

2 かわ ち かつ のり

河内 克典 再 任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1983年４月 当行入行
2007年４月 昭和町支店長
2008年６月 経営企画部主任調査役
2011年６月 個人金融部長
2013年４月 証券国際部長
2014年４月 市場金融部長
2015年６月 当行取締役経営企画部長兼収益管理室長
2017年４月 当行取締役経営企画部長兼収益管理室長兼ＩＴ戦略室長
2018年４月 当行常務取締役
2019年６月 当行常務取締役（執行役員兼務）
2021年６月 当行専務取締役（執行役員兼務）
2022年６月 当行代表取締役専務（執行役員兼務）

現在に至る
（担当）融資部、リスク統括部、事務統括部、総務部
（取締役在位年数）８年（本総会終結時）

取締役候補者
とした理由

当行の市場部門、経営企画部門での経験を活かし、当行の経営管理高度化に向
けた主導的な役割発揮を期待し、取締役として選任しました。
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生年月日
1965年２月13日

所有する当行の株式の数
1,810株

3 にし かわ よし ひさ

西川 義久 再 任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1987年４月 当行入行
2012年１月 大工町支店長
2013年６月 審査部次長
2014年４月 審査部副部長
2015年６月 福岡支店長
2017年４月 人事部長
2018年６月 当行取締役人事部長
2019年４月 当行取締役監査部長
2019年６月 当行上席執行役員監査部長
2020年６月 当行上席執行役員鹿児島営業部長
2022年６月 当行常務取締役（執行役員営業統括部長兼務）

現在に至る
（担当）営業本部（営業統括部・ビジネスソリューション部・マネー

コンサルティング部・国際部）、品質向上推進室
（取締役在位年数）１年（本総会終結時）

取締役候補者
とした理由

人事部門、監査部門を歴任し、人財育成や業務品質管理に豊富な知識を有する
とともに、当行重要拠点での支店長、営業戦略部門の統括を経て、収益力強化に
おける知識・経験を有しているため、取締役として選任しました。

生年月日
1967年６月17日

所有する当行の株式の数
2,235株

4 わた なべ とも き

渡邊 友樹 新 任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1990年４月 当行入行
2012年４月 住吉支店長
2014年６月 東京支店長兼経営企画部東京事務所長
2016年４月 経営企画部副部長兼広報室長
2017年４月 事務統括部長
2021年４月 経営企画部長
2022年６月 執行役員経営企画部長

現在に至る

取締役候補者
とした理由

事務統括部門、経営企画部門を歴任し、当行の業務品質管理や経営管理に豊富
な知識・経験を有しているため、取締役として選任しました。
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（注）1. 杉田浩二は、一般財団法人みやぎん経済研究所の理事長を兼務しており、当行と同研究所との間には経済動
向誌購入等の取引があります。

2. その他の候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。
3. 監査等委員会の取締役選任議案についての意見の概要は以下のとおりであります。

監査等委員でない取締役の各候補者については、任意の指名報酬委員会（社外取締役が委員の過半数を占め
ています。）での審議を経たうえで、監査等委員会として取締役会全体の実効性の観点から慎重な検討を行い
ました。その結果、取締役の職責と役割を果たしうる適切な人選がなされており、当行の取締役として適任
であると判断しました。

4. 当行は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が当行の役員としての業務につき行
った行為に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害が填補され
ます。ただし、違法行為に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、保険料
は全額当行が負担しております。また、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者とな
り、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。
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第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
山下耕司氏は本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任予定で

あり、監査等委員である取締役 柏田芳徳氏は本総会終結の時をもって任期満
了となります。つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いい
たしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

生年月日
1965年２月23日

所有する当行の株式の数
485株

か し わだ よし のり

柏田 芳徳 再 任 社外取締役

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1994年４月 弁護士登録
2002年１月 柏田法律事務所開設
2021年６月 当行社外取締役（監査等委員）

現在に至る
（重要な兼職の状況）柏田法律事務所所長
（社外取締役在位年数） ２年（本総会終結時）
（取締役監査等委員在位年数） ２年（本総会終結時）

社外取締役候補
者とした理由お
よび期待される

役割

弁護士として法令等に関する専門的知見を有しており、その経験、見識を当行
の経営に生かしていただくため、取締役監査等委員として選任しました。

（注）1. 候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。
2. 柏田芳徳氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当行は、柏田芳徳氏との間で、会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しております。柏田芳徳

氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当行は、柏田芳徳氏との責任限定契約を改めて締結する予定
です。当該契約に基づく監査等委員である取締役の責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額となりま
す。

4. 柏田芳徳氏は、東京証券取引所および福岡証券取引所に対し、独立役員（社外取締役）として届け出ており
ます。

5. 当行は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が当行の役員としての業務につき行
った行為に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害が填補され
ます。ただし、違法行為に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、保険料
は全額当行が負担しております。また、候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、
任期途中に当該保険契約を更新する予定です。
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（ご参考）
選任後の監査等委員会の構成（予定）

氏 名 当行における地位および重要な兼職の状況

は ら ぐ ち て つ じ

原口 哲二 監査等委員である取締役（常勤）

し ま づ ひ さ と も

島津 久友
社 外
独 立

監査等委員である取締役
島津山林株式会社代表取締役
株式会社島津茶園代表取締役
株式会社ハンズマン社外監査役

か し わ だ よ し の り

柏田 芳徳
再 任
社 外
独 立

監査等委員である取締役
柏田法律事務所所長

あ さ や ま り え

浅山 理恵
社 外
独 立

監査等委員である取締役
SMBCオペレーションサービス株式会
社取締役副社長
GMOフィナンシャルゲート株式会社
社外取締役

こ う づ ま か ず ひ ろ

髙妻 和寛
社 外
独 立

監査等委員である取締役
髙妻公認会計士事務所所長
髙妻和寛税理士事務所所長

社 外 社外取締役 独 立 証券取引所届出独立役員
※監査等委員である取締役の任期は２年であり、原口哲二氏、島津久友氏、浅山理恵氏、髙妻和寛
氏は2022年６月開催の第137期定時株主総会において選任され就任しております。

以 上
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〈ご参考〉

独立社外取締役の独立性の判断基準

以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断してお
ります。
1. 過去10年間を含め、当行および当行グループ会社の業務執行者または

職員である者
2. 当行を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、または、当行の

主要な取引先もしくはその業務執行者。ただし、ここでいう「取引先」
には、国、県、市町村およびそれらに関連した公的機関は含みません

3. 当行および当行グループから役員報酬以外に、過去３年間平均で年間
1,000万円以上の金銭（寄付を含む。）等を得ている者（例：コンサル
タント、会計専門家、法律専門家等）

4. 現在または過去１年間において、上記２および３に該当している者
5. 配偶者、二親等以内の親族または同居者が、上記１から４までに該当す

る者
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（ご参考）取締役会のスキル･マトリックス
招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキ
ル・マトリックスは以下のとおりとなります。

氏 名 地位
スキル

企業経営 金融経済 財務・会計 法務・
リスク管理 人材開発

監
査
等
委
員
で
な
い
取
締
役

杉田 浩二 取締役頭取 ● ● ● ● ●

河内 克典 専務取締役 ● ● ● ● ●

西川 義久 常務取締役 ● ● ● ●

渡邊 友樹 常務取締役 ● ● ●

監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役

原口 哲二 取締役 ● ● ● ●

島津 久友 取締役（社外） ● ● ●

柏田 芳徳 取締役（社外） ● ●

浅山 理恵 取締役（社外） ● ● ●

髙妻 和寛 取締役（社外） ● ●

※上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

以 上
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1. 当行の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果等
主要な事業内容
当行は本店を含む71カ店および出張所25カ所において、預金業務、貸出業務、内

国為替業務、外国為替業務およびその他付随業務を行っております。
経済環境
（国 内）
2022年度の国内経済は、新型コロナウイルス感染第７波および第８波による経済

活動の抑制があったものの、秋以降、ウィズコロナへの移行に向けた経済活動の正常
化と全国旅行支援などの各種政府支援策による後押しもあり、景気回復の動きがみら
れました。一方、ロシアのウクライナ侵攻の影響による資源価格上昇や、海外金利の
上昇による円安進行を背景に、国内物価は大きく上昇しており、個人消費は緩やかな
回復に留まっております。

金融市場においては、日経平均株価は、海外中央銀行の利上げや中国のゼロコロナ
政策継続を背景に景気減速懸念が強まる場面があったものの、国内のウィズコロナへ
の移行による内需回復など景気持ち直しの動きも見られ、２万５千円台から２万９千
円台の間で上下して推移し、当期末は２万８千円台となりました。長期金利の指標と
なる新発10年物国債利回りは、海外金利が上昇を続ける中、11月までは日本銀行に
よる長期金利操作の上限である0.25％近辺で推移していましたが、12月に変動幅が
拡大されたことにより0.5％まで上昇し、当期末は0.32％となりました。為替相場
（対ドル）は、米国の利上げによる日米金利差拡大に伴い一時150円台まで円安が進
行しましたが、当期末は132円台となりました。
（県 内）
県内経済は、新型コロナウイルスの影響があったものの、個人消費を中心に持ち直

しの動きが続いております。特に観光においては、全国旅行支援に加え、2023年以
降は、WBCに代表される各種スポーツのキャンプの効果も大きく、着実な持ち直し
がみられております。今後も景気の持ち直し継続が期待される一方、物価の高止まり
と人手不足が消費と生産の抑制要因として懸念されます。
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事業の経過および成果
当行は、2020年４月からスタートした中期経営計画「With You」（計画期間：

2020年４月～2023年３月）に基づき、「With Region～地域とともに」「With
Customer～お客さまとともに」「With Innovation～イノベーションとともに」を
基本方針とし、地域やお客さまの成長と当行の成長の両立に向け、全力で取り組んで
まいりました。
2022年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大継続やロシア・ウクライナ危機、

海外金利の上昇等、外部環境が大きく変化する中、中期経営計画「With You」の最
終年度として、地元経済の成長につながるさまざまな取り組みやDX関連の施策を積
極的に展開し、経営内容の充実に努めてまいりました。

（事業の経過）
〔2022年度の経営実績〕

中計「With You」
目標指標

2022年度
実績

2022年度
中計最終目標 中計目標に対する進捗

収 益 性
経常収益(※1) 600億円 1,350億円 ○
経常利益(※1) 110億円 300億円 ○
ＲＯＥ 4.87％ 4.5％以上 ○

効 率 性 ＯＨＲ(※2) 52.38％ 69％未満 ○
健 全 性 自己資本比率 8.66％ 8％以上 ○
成 長 性 総預金残高 31,194億円 27,000億円 ○

総貸出金残高 22,464億円 21,600億円 ○
(※1)中期経営計画の経常収益および経常利益は３カ年累計

（2023年3月期 累計経常収益：1,629億円 累計経常利益：326億円）
(※2)OHR = 経費 ÷ コア業務粗利益(業務粗利益 ― 債券関係損益)

新型コロナウイルス感染症の拡大という未曽有の危機の中、お客さまや地域の成長
に資する取り組みを強化することで、中期経営計画の目標指標は、すべての項目で達
成し、企業価値向上につなげることができました。

〔新型コロナウイルス感染症拡大への対応〕
① 地元経済が新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受ける中、当行は地域金
融機関の役割を果たすべく、お客さまの資金繰りを積極的に支援してまいりまし
た。2023年３月までの累計では、新規実行および条件変更で9,300件・2,200
億円以上の支援を実行し、お客さまの事業継続を資金面から支えてまいりまし
た。

② 資金繰り支援に加え、事業再生、M&A・事業承継等、事業内容や企業ニーズ
に即したきめ細やかな支援を可能とする体制の構築を進め、アフターコロナを見
据えたお客さまの本業支援や地域経済の活性化に役職員一丸となって努めてまい
りました。
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〔With Region～地域とともに〕
※SDGs（持続可能な開発目標）の目標達成のため、地域社会の持続的な成長を実
現します。また、多方面とのアライアンスを進化・発展させることで、従来の銀
行業務にとらわれない取り組みを展開してまいります。

① 地元企業のSDGsへの取り組み状況を分析し、独自の「SDGs宣言書」策定を
支援するサービスである「SDGs経営支援サービス」は、2023年３月末で252社
にご利用いただきました。引き続き、地域社会におけるSDGsの普及･促進に向け
た活動を行うことで、持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。

② 当行の営業基盤である宮崎・鹿児島県においては大規模な台風の影響を受ける
など、気候変動への対応は企業経営の大きな課題となっていることから、
「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」提言への賛同を表明しており、
お客さまのCO ₂ 排出量削減を支援するサービスの導入に加え、自行の温室効果
ガス削減へ向け、照明設備のLED化や空調設備更新によるエネルギー効率の改善
等を行ってまいりました。引き続き、気候変動･環境問題への対応を強化すると
ともにTCFD提言を踏まえたリスク･機会に関する情報開示の充実に努めてまいり
ます。

③ 「地域との共存共栄」の経営理念のもと、地域経済活性化を目的に設立した地
域商社「株式会社Withみやざき」では、地元企業と大学が共同開発した製品の
販売などを行ってまいりました。引き続き、地域内経済を循環させるサプライチ
ェーンの一翼を担い、地域全体の活力向上を図ってまいります。

〔With Customer～お客さまとともに〕
※多様化するお客さまのニーズに徹底してお応えするコンサルティング営業を推進
してまいります。資産形成や本業支援にかかるソリューション提供の体制を整
え、地域から信頼される「ファーストコールバンク」を目指します。

① 多様化する企業の資金調達ニーズに対応するため、当行では私募債やシンジケ
ートローン、コベナンツ付融資等のさまざまな資金調達手段の提供を行っており
ます。また、2022年７月「みやぎんグリーン私募債(地球の未来)」の取り扱いを
開始し、脱炭素社会実現に取り組む企業さまを応援してまいりました。引き続
き、お客さまのさまざまなニーズに応じたサービスを提供することで、お客さま
の成長と地域経済の一層の発展に貢献してまいります。

② 企業経営者の高齢化による後継者問題が深刻化する中、事業承継やM&Aに関
するサービス提供を通じて、地域の課題解決に向けた取り組みを強化してまいり
ました。2022年８月には、地元金融機関との連携協定を締結し、それぞれが持
つ情報や機能およびノウハウを活用することで、お客さまの発展に寄与してまい
りました。多くのお客さまに、より質の高い支援業務を展開できる体制を構築
し、引き続き、地元企業の存続および地域雇用の維持に貢献してまいります。
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③ 人口減少や少子高齢化に伴い、「人材」に関する経営課題を抱える企業が増加
する中、グループ会社である「宮銀ビジネスサービス株式会社」において人材紹
介業務を展開しております。また、内閣府「先導的人材マッチング事業」の間接
補助事業者に採択され、2022年６月には、中小企業庁「地域中小企業人材確保
支援等事業」の事業者に選定されました。引き続き、「人材ソリューション」の
提供を通じた、お客さまの成長や地域経済の活性化に対する支援を強化してまい
ります。

〔With Innovation～イノベーションとともに〕
※地域・お客さまの利便性や効率化の向上につながるDXを強力に推進することで、
イノベーションを促進し、新たな成長機会を創出してまいります。

① 2021年1月より展開している「みやぎんアプリ」は、APIを活用した口座の残
高･入出金照会、振替･振込の機能に加え、諸届、ローン、投資信託等の機能を搭
載するなど、利便性が高く、多くのお客さまにご利用いただいております。個人
向けサービスにおける非対面取引の中心的なチャネルとして、今後も順次機能追
加を行い、アプリの魅力向上を図ってまいります。また、Webでお手続き可能
なサービスの拡充や、店頭窓口でのタブレット受付、Web伝票作成サービスの
取り扱いを開始するなど、引き続き、デジタル技術を活用し、お客さまのさらな
る利便性の向上に努めてまいります。

② 2023年２月、法人のお客さまの利便性向上を目的に「事業性融資電子契約サ
ービス」の運用を開始しました。これにより、お客さまのご記入･ご捺印などの
負担が軽減されるとともに、24時間365日いつでも非対面でお手続きができるよ
うになるほか、契約書への収入印紙の添付も不要となります。

③ デジタル技術を活用した営業推進ツールの高度化等のDX推進が評価され、
2023年3月には、経済産業省が定める「DX認定事業者」に認定されました。加
えて、お客さまのIT･デジタル化支援の専担チーム設置や、グループ会社である
「宮銀デジタルソリューションズ株式会社」や外部企業と連携し、地域社会やお
客さまのIT･デジタル化導入に対する支援など、デジタルを活用した地域の持続
的な成長に資する取り組みを積極的に展開してまいります。
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（事業の成果）
〔資産状況〕

以上の各種取り組みにより、当期末の貸出金残高は、個人貸出、法人貸出が増加
した一方で、公共貸出が減少したことから、前期末に比べ171億円減少して２兆
2,464億円となりました。
当期末の預金および譲渡性預金の残高は、個人預金、法人預金、公金預金ともに

増加し、前期末に比べ1,214億円増加して3兆1,194億円となりました。
当期末の投資信託の預り残高は、前期末に比べ7億円減少して746億円となり、

公共債等債券の預り残高は、前期末に比べ162億円減少して388億円となりまし
た。保険販売額は386億円と順調に増加し、当期末における保険販売額累計は
4,313億円となりました。
当期末の有価証券残高は、前期末に比べ203億円減少して6,954億円となりまし

た。
外国為替取扱高は、外貨預金取扱高の減少により31百万ドル減少して452百万ド

ルとなりました。

〔損益状況〕
経常収益は、貸出金利息や有価証券利息配当金の増加により資金運用収益が増加

したことや、国債等債券売却益の増加によりその他業務収益が増加したことから、
前期に比べ43億71百万円増加して600億95百万円となりました。
経常費用は、人件費や物件費の減少により営業経費が減少しましたが、資金調達

費用の増加に加え、国債等債券売却損の増加によりその他業務費用が増加したこと
から、前期に比べ38億41百万円増加して490億６百万円となりました。
この結果、経常利益は前期に比べ５億29百万円増加して110億89百万円、当期

純利益は９億98百万円増加して76億37百万円となりました。
また、効率性の指標となるＯＨＲは52.38％、資本効率の指標であるＲＯＥは

4.87％となりました。
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2022 年度

2022年度末

2022年度

2022年度末 2022年度末

0

6,000

12,000

18,000

24,000

前期末比
4.0％増

0

8,000

16,000

24,000

32,000

前期末比
2.8％減

0

2,500

5,000

7,500

10,000

前期比
5.0％増

0

4,000

8,000

12,000

16,000

前期比
15.0％増

0

3,000

6,000

9,000

12,000

0

6,000

12,000

18,000

24,000

前期末比
0.7％減

■ 貸出金残高（億円） ■ 預金および譲渡性預金（億円）

■ 経常利益（百万円） ■ 当期純利益（百万円）

■ 有価証券残高（億円）

貸出金残高 億円　
（前期末比：171億円減少）

有価証券残高 億円　
（前期末比：203億円減少）

経常利益 百万円
（前期比：529百万円増加）

当期純利益 百万円
（前期比：998百万円増加）

預金および
譲渡性預金 億円　

（前期末比：1,214億円増加）

2021年度

2021年度末

2021年度

2021年度末 2021年度末

29,980

7,157

10,559
6,639

22,635

22,464

6,954

11,089

7,637

31,194

31,194

6,954

11,089
7,637

22,464
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当行が対処すべき課題
当行を取り巻く経営環境は、人口減少に伴う地方経済の縮小や後継者不足による事

業者数の減少等の中長期的な課題に加え、アフターコロナへの対応、地政学上のリス
ク等、複雑性･不確実性が一層増しております。また、キャリア観の変化、業務の複
雑化・専門化等、「人」を取り巻く環境も大きく変化しており、企業経営における人
的資本の重要性も増してきております。
そうした環境の中においても、地方銀行の使命は変わることなく、資金の提供や金

融サービスを通じ、お客さまや地域社会が抱える課題を解決していくことでありま
す。人財を資本として捉え、その価値を最大限に引き出す人的資本経営を実践するこ
とで、お客さまと地域経済の持続的な成長の実現に向けて、役職員一丸となって誠心
誠意取り組んでまいります。
当行は、2023年4月から新たな中期経営計画「First Call Bank」（計画期間：

2023年4月～2026年3月）をスタートさせました。本計画では、地域と共に持続的
な成長を実現するインフラ創造企業という長期ビジョンのもと、「First Call Bank
営業の確立」・「経営基盤の強化」・「サステナビリティ経営の実践」を基本方針とし、
地域社会のサステナビリティに貢献することで、圧倒的に信頼される銀行グループ、
すなわち「First Call Bank」を目指してまいります。当行100周年である2032年の
長期ビジョン達成に向け、本計画を「変革と成長」のステージと位置付け、前例にと
らわれない変革を進めることで、長期ビジョン達成に向けた成長を加速させてまいり
ます。
また、「DX」も重要な経営課題として認識し、お客さまのIT･デジタル化支援や非

対面チャネルの強化、業務効率化、デジタルマーケティング強化等、DX推進に注力
してまいります。地方経済の衰退を背景に、地方銀行のビジネスモデル変革が求めら
れる中、商品･機能･体制のDXや店舗･人員の最適化等、業容拡大とDX推進の両立を
図り、「リアル店舗を持ったデジタルバンク」を実現することで、持続的な競争力を
持つ地方銀行への変革を目指してまいります。
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（2）財産および損益の状況
（単位：百万円）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
預 金 2,457,136 2,803,722 2,952,975 3,085,817

定 期 性 預 金 717,185 724,063 729,355 748,497
そ の 他 1,739,950 2,079,658 2,223,620 2,337,320

貸 出 金 2,076,686 2,157,703 2,263,593 2,246,429
個 人 向 け 687,107 731,571 780,295 825,122
中 小 企 業 向 け 935,491 1,015,815 1,018,266 1,038,820
そ の 他 454,088 410,317 465,032 382,487

商 品 有 価 証 券 － － － －
有 価 証 券 598,604 700,000 715,797 695,475

国 債 172,017 115,708 76,473 22,881
そ の 他 426,586 584,291 639,323 672,594

社 債 － － － －
総 資 産 3,314,993 3,644,134 4,232,450 4,016,621
内 国 為 替 取 扱 高 18,660,539 18,295,475 18,488,255 18,755,881
外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル

396 403 483 452
経 常 利 益 11,072 11,017 10,559 11,089
当 期 純 利 益 7,679 7,259 6,639 7,637
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

445 56 420 95 384 92 442 44
（注） 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2. １株当たり当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数（自己株式数を控除した株式数）で除して
算出しております。

（参考）企業集団の財産および損益の状況
（単位：百万円）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
経 常 収 益 56,838 54,664 63,824 68,488
経 常 利 益 10,828 12,028 11,535 11,847
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 7,125 7,995 7,473 8,126
包 括 利 益 △1,565 11,990 2,226 5,818
純 資 産 額 148,541 158,585 159,130 163,090
総 資 産 3,325,076 3,653,865 4,241,963 4,025,549

（注） 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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（3）使用人の状況
当 年 度 末

使 用 人 数 1,332人
平 均 年 齢 39年 １月
平 均 勤 続 年 数 16年 １月
平 均 給 与 月 額 363千円

（注） 1. 使用人数は在籍者ベースで記載しております。
2. 平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
3. 使用人数には、臨時雇員および嘱託は含まれておりません。
4. 平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

（4）営業所等の状況
イ．営業所数

当 年 度 末
宮 崎 県 85カ店（うち出張所25カ所）
鹿 児 島 県 6 （ - ）
大 分 県 1 （ - ）
熊 本 県 1 （ - ）
福 岡 県 1 （ - ）
東 京 都 2 （ - ）
合 計 96 （ 25 ）

（注） 上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を126カ所設置しております。

ロ．当年度新設営業所
該当ありません。

注．当年度において、店舗外現金自動設備を２カ所新設し、４カ所廃止いたしまし
た。

（新設店舗外現金自動設備） （廃止店舗外現金自動設備）
五ヶ瀬ATMコーナー
学園木花台ATMコーナー

マルショク中央通店ATMコーナー
松栄ストア細野店ATMコーナー
宮崎キャノン高鍋事業所ATMコーナー
タイヨー末吉店ATMコーナー

ハ．銀行代理業者の一覧
該当ありません。

ニ．銀行が営む銀行代理業等の状況
該当ありません。
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（5）設備投資の状況
イ．設備投資の総額

（単位：百万円）
設備投資の総額 2,183

ロ．重要な設備の新設等
（単位：百万円）

内 容 金 額
行内ＬＡＮ更改 317
融資支援システム更改 231
防犯ＤＶＲ装置 158
国際系システム導入 102
ＳＦＭ構築対応 89

（6）重要な親会社および子会社等の状況
イ．親会社の状況

該当ありません。

ロ．子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 資本金
当行が有する
子会社等の
議決権比率

その他

宮 銀 ビ ジ ネ ス
サービス株式会社

宮 崎 市 橘 通 東
1 丁 目 7 番 4 号

当行委託のビルの清掃・警
備および設備の保守・点
検・管理業務

百万円 ％

10 100.00 ―

宮 銀 デ ジ タ ル
ソリューションズ
株 式 会 社

宮崎市高千穂通
1丁目5番14号

コンピューターによる事務
処理の受託、ソフトウェア
開発、コンサルティング等

10 100.00 ―

宮銀リース株式会社 宮 崎 市 橘 通 東
1 丁 目 7 番 4 号

機械・設備リース、各種フ
ァイナンス等 50 100.00 ―

宮 銀 ベ ン チ ャ ー
キャピタル株式会社

宮 崎 市 橘 通 東
4 丁 目 3 番 5 号

ニュービジネス育成・強化
の支援等 10 100.00 ―

宮銀保証株式会社 宮 崎 市 橘 通 東
1 丁 目 7 番 4 号

各種消費者ローン等の保証
業務 20 100.00 ―

宮銀カード株式会社 宮 崎 市 橘 通 東
1 丁 目 7 番 4 号

クレジットカード業務、保
証業務 80 100.00 ―
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重要な業務提携の概況
1. 地方銀行62行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等
のサービス（略称ＡＣＳ）を行っております。

2. 地方銀行62行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信
用組合、系統農協・信漁連（農林中金、信連を含む）、労働金庫との提携により、
現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービス（略称ＭＩＣＳ）を
行っております。

3. 地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行62行の共同出資会社、略称ＣＮ
Ｓ）において、データ伝送の方法により取引先企業との間の総合振込、口座振
替、入出金取引明細等各種データの授受のサービス等を行っております。

4. ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し
等のサービスを行っております。

5. セブン銀行、イーネットおよびローソン銀行との提携により、コンビニエンス
ストア等の店舗内に設置した共同設置現金自動設備による現金自動引出し・現金
自動入金等のサービスを行っております。

6. 地方銀行７行によるじゅうだん会（八十二銀行、宮崎銀行、山形銀行、筑波銀
行、武蔵野銀行、阿波銀行、琉球銀行）では、システム共同化に合意し、当行は
2011年１月に、八十二銀行が開発した共同版システムへの移行を実施しており
ます。

（7）事業譲渡等の状況
該当ありません。
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2. 会社役員（取締役）に関する事項
（1）会社役員の状況

（年度末現在）
氏 名 地位および担当 重要な兼職 そ の 他

平 野 亘 也 取締役会長

杉 田 浩 二 取締役頭取（代表取締役）
秘書室

一般財団法人みやぎん経
済研究所理事長

河 内 克 典
専務取締役（代表取締役）
審査部、リスク統括部、
事務統括部、総務部

山 田 知 樹
常務取締役
経営企画部、市場金融部、
人事部、グループ会社

西 川 義 久
常務取締役
営業本部（営業統括部・ビジネスソリューション部・
マネーコンサルティング部・国際部）、
品質向上推進室

原 口 哲 二 取締役（常勤監査等委員）
山 下 耕 司 取締役（常勤監査等委員）

島 津 久 友 社外取締役（監査等委員）

島津山林株式会社
代表取締役
株式会社島津茶園
代表取締役
株式会社ハンズマン
社外監査役

柏 田 芳 徳 社外取締役（監査等委員） 柏田法律事務所 所長

浅 山 理 恵 社外取締役（監査等委員）

ＳＭＢＣオペレーション
サービス株式会社
取締役副社長
ＧＭＯフィナンシャルゲ
ート株式会社
社外取締役

髙 妻 和 寛 社外取締役（監査等委員）
髙妻公認会計士事務所
所長
髙妻和寛税理士事務所
所長

（当年度中に退任した役員）

星 原 一 弘 常務取締役 2022年６月23日退任

山 内 純 子 社外取締役（監査等委員） 株式会社ミクニ
社外監査役 2022年６月23日退任

稲 用 博 美 社外取締役（監査等委員） 2022年６月23日退任
（注） 1. 役員の地位は年度末現在のものであります。なお、2023年４月１日付で、審査部は融資部に変更となっております。

2. 社外取締役 島津久友、柏田芳徳、浅山理恵、髙妻和寛は、独立役員に指定しております。
3. 当年度中に退任した役員の地位は退任時のものであります。
4. 当行は、監査等委員である取締役のうち原口哲二および山下耕司の２名を、常勤の監査等委員として選定しており
ます。その理由は、行内事情に精通した者による重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携により監査等委
員会による監査・監督の実効性を高めるためであります。
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（2）会社役員に対する報酬等
① 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針

以下の１～７の方針の原案について、指名報酬委員会による審議を行ったうえで、2021年３月26日開催の取締
役会の決議により決定いたしました。
なお、当事業年度にかかる各取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の内容は、指名報酬委員会への

諮問とその答申内容、および監査等委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会にて決定しております。また、その
報酬等の内容の決定方法、および決定した報酬等の内容が本決定方針に整合していることを確認しており、取締役
会は、当事業年度にかかる当該報酬等の内容は、本決定方針に沿うものであると判断しております。

１．基本方針
当行の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ

として十分に機能するとともに、株主の長期的利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際して
は、各職責を踏まえた公正かつ適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての「基本
報酬」、業績等を勘案して支給する「役員賞与」および「ストック・オプション報酬」により構成し、監査等委員
である取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」のみとします。

２．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在位年数に応じ、他行水準、当行の業績、従業員給与の水準

等を総合的に勘案し、役位に応じた支給額を下記６．の方法により決定します。
３．役員賞与の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

役員賞与は、業績向上への貢献意欲や士気を高めるため、毎事業年度の当期純利益等を勘案し、毎事業年度末終
了後に、2016年6月24日開催の定時株主総会にて承認された、基本報酬を含めた最高限度額年額300百万円の範
囲内で、役位に応じた支給額を下記６．の方法により決定します。

４．ストック・オプション報酬の個人別の額の決定に関する方針
ストック・オプション報酬は、業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図

るため、取締役（監査等委員である取締役および非常勤取締役を除く）に対して、新株予約権を年額70百万円の範
囲で割り当てることを、2016年6月24日開催の定時株主総会にて承認を受けており、下記６．の方法により、予
め定めた役位に応じた付与額および付与時期を決定します。

５．基本報酬額、役員賞与額およびストック・オプション報酬額の割合の決定に関する方針
基本報酬額、役員賞与額およびストック・オプション報酬額の割合は以下の範囲で下記６．の方法により決定

します。なお、基本報酬額には使用人兼務取締役の使用人としての報酬を含むものとします。
◆ 基本報酬額（年額）： 役員賞与額 ： ストック・オプション報酬額

＝ １ ： ０.０～０.３ ： ０.０～０.３
６．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法

取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の各報酬等の内容については、社外取締役が委員長を務め
る指名報酬委員会への諮問とその答申内容、および監査等委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会において決定
します。

７．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
ストック・オプション報酬は、取締役を解任された場合等、一定の事由が生じた場合は、当該取締役は新株予約

権を行使できないこととし、未行使の新株予約権全部を放棄したとみなすこととします。
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② 取締役の報酬等の総額等
（単位：百万円）

区 分 支給人数 報 酬 等 計基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取 締 役
（監査等委員を除く） 6名 155 35 33 224

取 締 役
（監 査 等 委 員） 8名 73 － － 73

計 14名 228 35 33 297
（注） 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2. 支給人数には、第137期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名、監査等委員２名を含んでおり
ます。

3. 基本報酬および業績連動報酬等については、2016年６月24日開催の定時株主総会の決議をもって、取締役
全員の報酬年額の最高限度額（監査等委員でない取締役 年額300百万円、監査等委員である取締役 年額
100百万円）を決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役は９名、監査等委員
である取締役は６名です。また、非金銭報酬等については、2016年６月24日開催の定時株主総会の決議をも
って、取締役（監査等委員である取締役および非常勤取締役を除く）に対して新株予約権（株式報酬型ストッ
ク・オプション）を年額70百万円以内の範囲で割り当てることを決議しております。当該定時株主総会終結時
点の監査等委員でない取締役の員数は９名です。

4. 業績連動報酬等は、役員賞与引当金繰入額35百万円であります。
5. 非金銭報酬等は、新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）に関する報酬等の額33百万円でありま
す。

（3）責任限定契約
氏 名 責任限定契約の内容の概要

島 津 久 友
（監 査 等 委 員）

会社法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意
でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任
限度額を限度として、銀行に対して損害賠償責任を負うものとします。

柏 田 芳 徳
（監 査 等 委 員） 同 上

浅 山 理 恵
（監 査 等 委 員） 同 上

髙 妻 和 寛
（監 査 等 委 員） 同 上

（4）補償契約
該当ありません。
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（5）役員等賠償責任保険契約に関する事項
被保険者の範囲 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

すべての取締役

役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が当行の役
員としての業務につき行った行為に起因して被保険者に対して損害賠償請
求がなされたことにより、被保険者が被る損害が填補されます。ただし、
違法行為に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由がありま
す。なお、保険料は全額当行が負担しております。
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3. 社外役員に関する事項
（1）社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼職その他の状況
島 津 久 友
（監 査 等 委 員）

島津山林株式会社 代表取締役
株式会社島津茶園 代表取締役
株式会社ハンズマン 社外監査役

柏 田 芳 徳
（監 査 等 委 員） 柏田法律事務所 所長
浅 山 理 恵
（監 査 等 委 員）

ＳＭＢＣオペレーションサービス株式会社 取締役副社長
ＧＭＯフィナンシャルゲート株式会社 社外取締役

髙 妻 和 寛
（監 査 等 委 員）

髙妻公認会計士事務所 所長
髙妻和寛税理士事務所 所長

（注）1. 監査等委員 島津久友、柏田芳徳、浅山理恵、髙妻和寛は、独立役員に指定しております。
2. 当行と上記の兼職先等との間には特別の関係はありません。

（2）社外役員の主な活動状況
氏 名 在任期間 取締役会等への出席状況 取締役会等における発言

その他の活動状況
島 津 久 友

（監査等委員）
2015年
６月25日～
社外監査役

2016年
６月24日～
社外取締役

（監査等委員）

・当事業年度に開催された13回の
取締役会のうち13回に出席して
います。

・当事業年度に開催された14回の
監査等委員会のうち14回に出席
しています。

・当事業年度に開催された5回の指
名報酬委員会のうち5回に出席し
ています。

・当事業年度開催の取締役会、監
査等委員会および指名報酬委員
会に出席し、金融機関等での勤
務経験、また企業経営者として
の豊富な経験・実績による幅広
い見識から、必要に応じ提言を
行うなど、当行が期待する役割
を適切に果たしています。

柏 田 芳 徳
（監査等委員）

2021年
６月24日～
社外取締役

（監査等委員）

・当事業年度に開催された13回の
取締役会のうち13回に出席して
います。

・当事業年度に開催された14回の
監査等委員会のうち14回に出席
しています。

・当事業年度に開催された5回の指
名報酬委員会のうち5回に出席し
ています。

・当事業年度開催の取締役会、監
査等委員会および指名報酬委員
会に出席し、弁護士として法令
等に関する専門的知見、その豊
富な経験、見識から、必要に応
じ提言を行うなど、当行が期待
する役割を適切に果たしていま
す。

浅 山 理 恵
（監査等委員）

2022年
６月23日～
社外取締役

（監査等委員）

・就任後に開催された10回の取締
役会のうち10回に出席していま
す。

・就任後に開催された10回の監査
等委員会のうち10回に出席して
います。

・就任後に開催された3回の指名報
酬委員会のうち3回に出席してい
ます。

・就任後開催の取締役会、監査等
委員会および指名報酬委員会に
出席し、メガバンクにおける幅
広い経験や見識から、女性役員
として、女性活躍推進や経営全
般に関して必要に応じ提言を行
うなど、当行が期待する役割を
適切に果たしています。
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氏 名 在任期間 取締役会等への出席状況 取締役会等における発言
その他の活動状況

髙 妻 和 寛
（監査等委員）

2022年
６月23日～
社外取締役

（監査等委員）

・就任後に開催された10回の取締
役会のうち10回に出席していま
す。

・就任後に開催された10回の監査
等委員会のうち10回に出席して
います。

・就任後に開催された3回の指名報
酬委員会のうち3回に出席してい
ます。

・就任後開催の取締役会、監査等
委員会および指名報酬委員会に
出席し、公認会計士としての専
門的見地から、特に会計・税務
に関して必要に応じ提言を行う
など、当行が期待する役割を適
切に果たしています。

（3）社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

区 分 支給人数 銀行からの
報 酬 等

銀 行 の 親 会 社 等
か ら の 報 酬 等

取締役（監査等委員） 6名 24 －

報 酬 等 の 合 計 6名 24 －

（注） 1. 支給人数には、第137期定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員２名を含んでおります。

（4）社外役員の意見
該当ありません。
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4. 当行の株式に関する事項

（1）株式数 発行可能株式総数 29,710千株
発行済株式の総数 17,633千株（うち自己株式366千株）

（2）当年度末株主数 7,899名

（3）大株主（上位10名）
株主の氏名または名称 当行への出資状況

持株数等 持株比率
千株 ％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株 式 会 社 （信 託 口） 1,623 9.39
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（信 託 口） 623 3.60
宮 崎 銀 行 従 業 員 持 株 会 493 2.86
株 式 会 社 福 岡 銀 行 457 2.65
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 441 2.55
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 440 2.54
株 式 会 社 鹿 児 島 銀 行 332 1.92
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（信 託 口 ４） 324 1.87

株 式 会 社 肥 後 銀 行 311 1.80
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 289 1.67

（注） 1. 上記のほか、当行名義の自己株式366千株があります。
2. 持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。
3. 持株比率は、自己株式(366千株)を控除して計算しております。
4. 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

（4）役員保有株式
該当ありません。
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5. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の状況

（単位：百万円）

氏名または名称 当該事業年度
に係る報酬等 その他

有限責任監査法人トーマツ
56 －指定有限責任社員 伊 藤 次 男

指定有限責任社員 甲 斐 貴 志
（注） 1. 当行と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の

監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記の金額はこれらの合計額
を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容や職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等についてその
適切性・妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および同条第3項の同意を
行っております。

3. 当行および子会社が支払うべき会計監査人に対する報酬等の合計額は56百万円であります。

（2）責任限定契約
該当ありません。

（3）補償契約
該当ありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査の適正性および信頼性を確保するため、会計監査人

が職業的専門家として適切な監査を実施しているかにつき、適宜監視を行い、そ
の結果、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合など、必要があると判断され
る場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の
内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項および同条第5項に

定められている解任事由に該当する状況にあるなど当行監査業務に重大な支障を
きたす事態が生じた場合には、会計監査人の解任に必要な手続きを行います。
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第138期末（2023年３月31日現在）貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額
（資産の部）

現 金 預 け 金 1,016,791
現 金 47,914
預 け 金 968,877
コ ー ル ロ ー ン 2,270
有 価 証 券 695,475
国 債 22,881
地 方 債 282,930
社 債 75,836
株 式 69,833
そ の 他 の 証 券 243,994
貸 出 金 2,246,429
割 引 手 形 2,944
手 形 貸 付 33,363
証 書 貸 付 1,954,690
当 座 貸 越 255,431
外 国 為 替 5,094
外 国 他 店 預 け 4,991
取 立 外 国 為 替 103
そ の 他 資 産 24,875
前 払 費 用 73
未 収 収 益 3,315
金 融 派 生 商 品 219
そ の 他 の 資 産 21,267
有 形 固 定 資 産 22,198
建 物 7,262
土 地 13,093
リ ー ス 資 産 404
建 設 仮 勘 定 149
その他の有形固定資産 1,288
無 形 固 定 資 産 4,472
ソ フ ト ウ ェ ア 4,407
その他の無形固定資産 64
前 払 年 金 費 用 667
繰 延 税 金 資 産 7,183
支 払 承 諾 見 返 4,303
貸 倒 引 当 金 △13,141

資 産 の 部 合 計 4,016,621

科 目 金 額
（負債の部）

預 金 3,085,817
当 座 預 金 70,331
普 通 預 金 2,162,581
貯 蓄 預 金 16,210
通 知 預 金 145
定 期 預 金 747,548
定 期 積 金 949
そ の 他 の 預 金 88,051
譲 渡 性 預 金 33,674
コ ー ル マ ネ ー 189,287
売 現 先 勘 定 7,127
債券貸借取引受入担保金 113,698
借 用 金 407,576
借 入 金 407,576
外 国 為 替 132
売 渡 外 国 為 替 16
未 払 外 国 為 替 116
そ の 他 負 債 11,995
未 決 済 為 替 借 22
未 払 費 用 1,518
前 受 収 益 2,579
給 付 補 塡 備 金 1
金 融 派 生 商 品 2,052
リ ー ス 債 務 453
資 産 除 去 債 務 162
そ の 他 の 負 債 5,205
役 員 賞 与 引 当 金 35
退 職 給 付 引 当 金 1,974
睡眠預金払戻損失引当金 237
偶 発 損 失 引 当 金 135
再評価に係る繰延税金負債 2,168
支 払 承 諾 4,303
負 債 の 部 合 計 3,858,163

（純資産の部）
資 本 金 14,697
資 本 剰 余 金 8,771
資 本 準 備 金 8,771
利 益 剰 余 金 132,818
利 益 準 備 金 6,473
そ の 他 利 益 剰 余 金 126,344
別 途 積 立 金 117,701
繰 越 利 益 剰 余 金 8,643

自 己 株 式 △1,133
株 主 資 本 合 計 155,153
その他有価証券評価差額金 1,417
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1,109
土 地 再 評 価 差 額 金 2,762
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 3,070
新 株 予 約 権 233
純 資 産 の 部 合 計 158,457
負債及び純資産の部合計 4,016,621
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第138期（2022年４月１日から）損益計算書2023年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
経 常 収 益 60,095
資 金 運 用 収 益 44,679
貸 出 金 利 息 27,752
有 価 証 券 利 息 配 当 金 16,073
コ ー ル ロ ー ン 利 息 112
預 け 金 利 息 0
そ の 他 の 受 入 利 息 741
役 務 取 引 等 収 益 10,128
受 入 為 替 手 数 料 1,863
そ の 他 の 役 務 収 益 8,265
そ の 他 業 務 収 益 1,364
商 品 有 価 証 券 売 買 益 1
国 債 等 債 券 売 却 益 1,209
金 融 派 生 商 品 収 益 153
そ の 他 経 常 収 益 3,922
償 却 債 権 取 立 益 98
株 式 等 売 却 益 2,740
そ の 他 の 経 常 収 益 1,083

経 常 費 用 49,006
資 金 調 達 費 用 3,087
預 金 利 息 117
譲 渡 性 預 金 利 息 2
コ ー ル マ ネ ー 利 息 552
売 現 先 利 息 15
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 2,124
借 用 金 利 息 0
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 248
そ の 他 の 支 払 利 息 27
役 務 取 引 等 費 用 5,441
支 払 為 替 手 数 料 215
そ の 他 の 役 務 費 用 5,225
そ の 他 業 務 費 用 9,539
外 国 為 替 売 買 損 950
国 債 等 債 券 売 却 損 8,421
国 債 等 債 券 償 還 損 167
営 業 経 費 24,276
そ の 他 経 常 費 用 6,660
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,679
貸 出 金 償 却 177
株 式 等 売 却 損 2,349
株 式 等 償 却 1,135
金 銭 の 信 託 運 用 損 235
そ の 他 の 経 常 費 用 83

経 常 利 益 11,089
特 別 利 益 1

固 定 資 産 処 分 益 1
特 別 損 失 50

固 定 資 産 処 分 損 23
減 損 損 失 27

税 引 前 当 期 純 利 益 11,040
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,586
法 人 税 等 調 整 額 △184
法 人 税 等 合 計 3,402
当 期 純 利 益 7,637
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第138期末（2023年３月31日現在）連結貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額
（資産の部）

現 金 預 け 金 1,016,870
コールローン及び買入手形 2,270
有 価 証 券 691,877
貸 出 金 2,240,580
外 国 為 替 5,094
リース債権及びリース投資資産 9,953
そ の 他 資 産 33,221
有 形 固 定 資 産 23,007
建 物 7,267
土 地 13,093
建 設 仮 勘 定 149
その他の有形固定資産 2,497

無 形 固 定 資 産 4,547
ソ フ ト ウ ェ ア 4,474
その他の無形固定資産 72

繰 延 税 金 資 産 7,653
支 払 承 諾 見 返 4,303
貸 倒 引 当 金 △13,830

資 産 の 部 合 計 4,025,549

科 目 金 額
（負債の部）

預 金 3,083,906
譲 渡 性 預 金 30,474
コールマネー及び売渡手形 189,287
売 現 先 勘 定 7,127
債券貸借取引受入担保金 113,698
借 用 金 413,011
外 国 為 替 132
そ の 他 負 債 15,792
役 員 賞 与 引 当 金 35
退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,147
睡眠預金払戻損失引当金 237
偶 発 損 失 引 当 金 135
再評価に係る繰延税金負債 2,168
支 払 承 諾 4,303
負 債 の 部 合 計 3,862,458

（純資産の部）
資 本 金 14,697
資 本 剰 余 金 12,779
利 益 剰 余 金 133,929
自 己 株 式 △1,133
株 主 資 本 合 計 160,272
その他有価証券評価差額金 1,417
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1,109
土 地 再 評 価 差 額 金 2,762
退職給付に係る調整累計額 △485
その他の包括利益累計額合計 2,585
新 株 予 約 権 233
純 資 産 の 部 合 計 163,090
負債及び純資産の部合計 4,025,549
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第138期（2022年４月１日から）連結損益計算書2023年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
経 常 収 益 68,488
資 金 運 用 収 益 44,662
貸 出 金 利 息 27,735
有 価 証 券 利 息 配 当 金 16,069
コールローン利息及び買入手形利息 112
預 け 金 利 息 0
そ の 他 の 受 入 利 息 744

役 務 取 引 等 収 益 10,112
そ の 他 業 務 収 益 9,850
そ の 他 経 常 収 益 3,862
償 却 債 権 取 立 益 98
そ の 他 の 経 常 収 益 3,764

経 常 費 用 56,640
資 金 調 達 費 用 3,080
預 金 利 息 117
譲 渡 性 預 金 利 息 2
コールマネー利息及び売渡手形利息 552
売 現 先 利 息 15
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 2,124
借 用 金 利 息 20
そ の 他 の 支 払 利 息 248

役 務 取 引 等 費 用 5,124
そ の 他 業 務 費 用 16,411
営 業 経 費 25,212
そ の 他 経 常 費 用 6,810
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,680
そ の 他 の 経 常 費 用 4,130

経 常 利 益 11,847
特 別 利 益 1
固 定 資 産 処 分 益 1

特 別 損 失 51
固 定 資 産 処 分 損 24
減 損 損 失 27

税金等調整前当期純利益 11,797
法人税、住民税及び事業税 3,858
法 人 税 等 調 整 額 △187
法 人 税 等 合 計 3,670
当 期 純 利 益 8,126
親会社株主に帰属する当期純利益 8,126
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年5月9日
株式会社 宮 崎 銀 行
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊 藤 次 男
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 甲 斐 貴 志

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社宮崎銀行の2022年4月1日から2023年

3月31日までの第138期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー
フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年5月9日
株式会社 宮 崎 銀 行
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊 藤 次 男
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 甲 斐 貴 志

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社宮崎銀行の2022年4月1日から2023年3月

31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社宮崎銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。



監査報告書

40

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー
フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第138期事業年度における取締役の職務の
執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並び

に当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、下記の方法で監査を実施しました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価

及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、当行の内部監
査部門その他の使用人等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する
事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な営業店において業
務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（令和３年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。当該内部統制システムに関する
事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。また、財務報
告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取
締役等及び有限責任監査法人トーマツから受けております。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月11日

株式会社 宮崎銀行 監査等委員会
常勤監査等委員 原 口 哲 二 ㊞
常勤監査等委員 山 下 耕 司 ㊞
監 査 等 委 員 島 津 久 友 ㊞
監 査 等 委 員 柏 田 芳 徳 ㊞
監 査 等 委 員 浅 山 理 恵 ㊞
監 査 等 委 員 髙 妻 和 寛 ㊞

（注）１ 監査等委員 島津久友、柏田芳徳、浅山理恵、髙妻和寛の４氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役で
あります。

以 上
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メ モ 欄



西口

宮
崎
駅

「宮崎駅」
バス停

宮崎銀行本店

大淀川

大淀大橋

宮崎市役所

宮崎県庁

橘橋

第一宮銀ビル

宮崎山形屋

「橘通り1丁目」バス停 「橘通り1丁目」バス停

10

10

橘通２丁目

橘通３丁目

県庁前

220

P

会場 宮崎観光ホテル 東館

市役所前

裁判所前

旭通り 瀬頭西 瀬頭

宮崎駅方面より
お越しの方

宮崎空港、
宮崎自動車道
方面より
お越しの方

株主総会会場のご案内図

場 所 宮崎観光ホテル 東館３階「光燿の
こうよう

間」
宮崎市松山１丁目１番１号 TEL：0985-27-1212

交通の
ご案内

宮崎空港より 自動車：約20分
バ ス：約20分 「橘通り１丁目」下車徒歩約10分

JR宮崎駅より 自動車：約５分
バ ス：約15分 「橘通り１丁目」下車徒歩約10分

ご注意：駐車場はございますが、台数に限りがありますのでご了承ください。


